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調
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事
業
計
画
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支
援
課
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〇
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者
の
日
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生
活
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総
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た
め
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指
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指
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の
日
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生
活
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び
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会
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活
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総
合
的
に
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す
る
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指
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挙
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け
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候
補
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選
挙
運
動
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関
す
る
収
支
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告
書
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五

〇
宮
城
県
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事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
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の
選
挙
運
動
に
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す
る
収
支
報
告
書
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要
旨
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表 

五

〇
宮
城
県
議
会
議
員
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欠
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告

書
の
要
旨
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公
表 
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監
査
委
員

〇
行
政
監
査
の
意
見
に
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す
る
措
置
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公
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九

〇
包
括
外
部
監
査
結
果
に
関
す
る
報
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公
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公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
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す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
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の
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一
二

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
度
地
籍
調

査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
地
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

地　
　
　
　

域

気
仙
沼
市

沢
田
等
二
単
位
区
域

白
石
市

鷹
巣
字
荒
屋
敷
前
等
四
十
八
単
位
区
域

字
入
生
一
番
等
二
十
八
単
位
区
域
の
一
部

新
館
町
等
三
単
位
区
域

字
入
生
一
番
等
二
十
三
単
位
区
域

南
町
二
丁
目
一
単
位
区
域

字
兎
作
等
九
単
位
区
域

大
崎
市

古
川
清
滝
字
新
町
田
等
七
単
位
区
域

古
川
清
滝
字
山
崎
等
二
単
位
区
域

古
川
斎
下
字
寺
前
等
十
七
単
位
区
域

柴
田
町

槻
木
字
新
舘
前
等
十
一
単
位
区
域

川
崎
町

大
字
川
内
字
熊
野
山
等
一
部
四
単
位
区
域

大
字
川
内
字
草
倉
山
等
三
単
位
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
三
一
〇
〇
二
一
五

結
の
郷
わ
く
や

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷
字

新
下
町
浦
百
八
十
八

短
期
入
所

社
会
福
祉
法
人

共
生
の
森

平
成
三
十
年
四

月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
一
四
〇
〇
二
三
七

障
害
児
デ
イ
ケ
ア
セ
ン

タ
ー　

こ
ど
も
の
広
場

東
松
島
市
矢
本
字
道
地

浦
百
三
十
九－

一

短
期
入
所

社
会
福
祉
法
人

矢
本
愛
育
会

平
成
三
十
年
三

月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海
岸
の
名
称

指　
　
　
　

定　
　
　
　

区　
　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾

沿
岸

東
名
漁

港
海
岸

東
名
地

先
海
岸
　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ル
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と
ル
点
を

結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点 　

東
松
島
市
東
名　

金
属
標
（
Ｂ－

１　

北
緯
三
八
度
二
一
分
三

七
・
六
二
二
六
秒
、
東
経
一
四
一
度
〇
八
分
一
七
・
一
二
四
八
秒
）

イ
点 　

基
点
Ａ
点
か
ら
七
五
度
四
一
分
一
七
秒
四
一
・
七
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

ロ
点　

イ
点
か
ら
三
九
度
四
〇
分
一
一
秒
五
六
・
三
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ロ
点
か
ら
一
二
九
度
四
一
分
〇
七
秒
九
・
七
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ハ
点
か
ら
四
五
度
三
〇
分
四
五
秒
一
三
・
〇
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
三
四
度
五
二
分
一
二
秒
一
二
・
一
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ホ
点
か
ら
一
一
五
度
〇
〇
分
二
七
秒
一
一
・
三
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

ヘ
点
か
ら
一
四
九
度
三
八
分
〇
四
秒
六
・
六
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
一
八
九
度
二
三
分
一
二
秒
六
・
六
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
二
一
八
度
五
八
分
二
六
秒
六
〇
・
五
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
一
九
二
度
三
六
分
四
四
秒
五
〇
・
二
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
二
八
三
度
一
六
分
〇
九
秒
三
五
・
六
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海
岸
の
名
称

指　
　
　
　

定　
　
　
　

区　
　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾

沿
岸

東
名
漁

港
海
岸

東
名
地

先
海
岸
　

次
に
掲
げ
る
ヲ
点
か
ら
マ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
ヲ
点
と
マ
点
を

結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点 　

東
松
島
市
東
名　

金
属
標
（
Ｂ－

１　

北
緯
三
八
度
二
一
分
三

七
・
六
二
二
六
秒
、
東
経
一
四
一
度
〇
八
分
一
七
・
一
二
四
八
秒
）

ヲ
点　

Ａ
点
か
ら
一
一
度
〇
一
分
三
〇
秒
六
・
九
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
六
三
度
一
六
分
二
八
秒
三
一
・
五
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
三
七
度
五
八
分
一
〇
秒
五
五
・
一
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
三
九
度
二
七
分
五
八
秒
一
三
・
二
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
一
三
〇
度
三
四
分
二
四
秒
二
・
七
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
二
二
三
度
二
四
分
〇
五
秒
九
・
七
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
二
一
九
度
四
八
分
四
五
秒
三
・
四
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ソ
点
か
ら
一
二
九
度
五
六
分
二
〇
秒
六
・
六
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ツ
点
か
ら
二
一
一
度
五
四
分
五
二
秒
一
六
・
六
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
点　

ネ
点
か
ら
二
一
九
度
五
〇
分
〇
七
秒
四
四
・
二
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ
点　

ナ
点
か
ら
二
三
三
度
二
一
分
四
一
秒
二
二
・
三
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ム
点　

ラ
点
か
ら
一
九
四
度
四
一
分
五
九
秒
五
三
・
二
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
点 　

ム
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
九
九
・
九
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地

点

ヰ
点　

ウ
点
か
ら
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
五
九
・
七
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ノ
点　

ヰ
点
か
ら
四
三
度
四
二
分
一
四
秒
一
二
・
四
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
点　

ノ
点
か
ら
一
一
七
度
四
二
分
五
一
秒
一
九
・
一
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク
点　

オ
点
か
ら
九
七
度
二
六
分
三
三
秒
五
〇
・
八
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヤ
点　

ク
点
か
ら
七
六
度
三
一
分
一
九
秒
四
二
・
三
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

マ
点　

ヤ
点
か
ら
八
八
度
二
〇
分
四
八
秒
二
九
・
五
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
東
松
島
市
長
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾
沿

岸

東
名
漁
港

海
岸

東
名
地
先

海
岸

　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
号
に
よ
り
海
岸

保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
東
松
島
市
大
塚
字
東
名
の
東
名
漁
港
海
岸

保
全
区
域
の
う
ち
東
名
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
七

十
九
号
で
変
更
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

大
分
類

中
分
類

小
分
類

三
陸
南
沿

岸

本
吉
海
岸

大
谷
地
区

海
岸

基
点
Ａ
点 　

気
仙
沼
市
本
吉
町
大
谷
四
番
地
先
の
北
緯
三
八
度
四
八
分

三
八
秒
六
三
八
七
東
経
一
四
一
度
三
四
分
一
五
秒
七
五
七
八

の
地
点

基
点
Ｂ
点 　

同
市
本
吉
町
日
門
十
番
地
内
の
北
緯
三
八
度
四
八
分
三
八

秒
九
一
九
〇
東
経
一
四
一
度
三
三
分
二
五
秒
一
四
六
四
の
地

点

ア
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
八
秒
二
一
一
二
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
六
秒
五
九
九
〇
の
地
点

イ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
九
秒
六
五
〇
六
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
六
秒
〇
二
三
二
の
地
点

ウ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
〇
秒
八
四
〇
八
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
五
秒
四
一
〇
七
の
地
点

エ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
二
秒
四
八
一
三
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
四
秒
一
五
七
六
の
地
点

オ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
四
秒
二
九
一
五
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
二
秒
四
二
五
三
の
地
点

カ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
五
秒
五
二
〇
七
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
〇
秒
九
九
〇
五
の
地
点

キ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
七
秒
八
六
一
九
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
七
秒
七
一
四
九
の
地
点

ク
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
七
秒
八
七
〇
一
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
七
秒
七
〇
三
五
の
地
点

ケ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
七
〇
四
九
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
九
秒
八
七
三
四
の
地
点

コ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
八
五
八
七
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
九
秒
六
二
九
二
の
地
点

サ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
八
七
一
七
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
九
秒
四
六
九
一
の
地
点

シ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
八
八
一
一
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
九
秒
三
六
七
五
の
地
点

ス
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
九
〇
三
九
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
九
秒
一
三
八
一
の
地
点

セ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
八
六
八
八
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
九
秒
〇
九
八
〇
の
地
点

ソ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
八
八
八
〇
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
八
秒
九
二
二
二
の
地
点

タ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
九
九
八
〇
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
八
秒
〇
九
一
二

チ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
一
三
九
八
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
七
秒
二
七
二
五
の
地
点

ツ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
二
三
六
〇
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
六
秒
六
七
五
三
の
地
点

テ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
二
七
一
四
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
六
秒
四
五
五
五
の
地
点

ト
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
三
七
八
六
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
五
秒
八
二
七
六
の
地
点

ナ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
四
〇
七
三
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
五
秒
六
四
五
〇
の
地
点

ニ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
五
三
九
〇
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
四
秒
八
三
八
二
の
地
点

ヌ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
五
五
四
〇
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
四
秒
七
三
八
四
の
地
点

ネ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
六
六
〇
三
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
四
秒
〇
三
一
一
の
地
点

ノ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
七
七
三
〇
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
三
秒
二
〇
九
七
の
地
点

ハ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
八
七
九
一
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
二
秒
四
〇
九
三
の
地
点

ヒ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
九
九
五
七
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
一
秒
五
一
六
七
の
地
点

フ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
〇
八
三
〇
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
〇
秒
七
八
三
三
の
地
点

ヘ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
一
六
六
四
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
九
秒
九
六
六
六
の
地
点

ホ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
二
二
六
七
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
九
秒
一
四
六
六
の
地
点

マ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
二
四
八
三
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
八
秒
七
九
二
六
の
地
点

ミ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
二
七
六
七
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
八
秒
三
二
五
五
の
地
点

ム
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
一
六
五
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
七
秒
五
〇
三
六
の
地
点

メ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
一
九
九
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
七
秒
四
〇
六
七
の
地
点

モ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
四
五
九
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
六
秒
六
八
一
〇
の
地
点

ヤ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
五
一
〇
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
六
秒
四
六
〇
四
の
地
点

ユ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
六
五
〇
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
五
秒
八
五
八
〇
の
地
点

ヨ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
六
九
三
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
五
秒
六
二
八
〇
の
地
点

ラ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
八
〇
四
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
五
秒
〇
三
四
九
の
地
点

リ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
八
三
一
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
四
秒
五
八
四
五
の
地
点

ル
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
八
五
四
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
四
秒
二
一
一
五
の
地
点

レ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
八
三
二
東
経
一
四
一
度
三
三
分
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五
三
秒
八
七
五
九
の
地
点

ロ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
八
二
三
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
三
秒
七
四
一
五
の
地
点

ワ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
八
〇
一
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
三
秒
三
八
八
〇
の
地
点

ヲ
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
六
四
四
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
二
秒
五
六
四
七
の
地
点

()アア 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
三
八
五
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
一
秒
七
四
一
七
の
地
点

()アイ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
三
〇
二
三
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
〇
秒
九
一
九
四
の
地
点

()アウ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
二
五
五
八
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
〇
秒
〇
九
七
七
の
地
点

()アエ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
二
三
八
九
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
九
秒
八
五
二
六
の
地
点

()アオ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
二
〇
一
二
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
九
秒
二
七
三
二
の
地
点

()アカ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
一
四
二
九
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
八
秒
四
四
七
五
の
地
点

()アキ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
〇
八
七
八
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
七
秒
六
二
一
五
の
地
点

()アク 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
一
秒
〇
三
二
七
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
六
秒
七
九
五
四
の
地
点

()アケ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
九
七
七
六
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
五
秒
九
六
九
四
の
地
点

()アコ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
九
五
九
五
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
五
秒
七
一
三
三
の
地
点

()アサ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
九
二
二
〇
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
五
秒
一
四
四
一
の
地
点

()アシ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
八
六
四
五
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
四
秒
三
一
九
三
の
地
点

()アス 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
八
〇
四
八
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
三
秒
四
九
四
八
の
地
点

()アセ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
七
三
九
八
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
二
秒
六
七
〇
九
の
地
点

()アソ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
七
一
一
三
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
二
秒
三
五
八
三
の
地
点

()アタ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
六
八
一
一
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
二
秒
〇
二
三
〇
の
地
点

()アチ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
〇
三
五
九
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
二
秒
一
〇
三
四
の
地
点

()アツ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
五
〇
秒
〇
〇
三
〇
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
一
秒
七
八
五
二
の
地
点

()アテ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
九
三
四
二
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
一
秒
五
〇
〇
六
の
地
点

()アト 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
七
七
二
八
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
一
秒
八
〇
〇
九
の
地
点

()アナ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
四
二
四
四
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
一
秒
四
二
一
三
の
地
点

()アニ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
九
秒
三
〇
九
八
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
一
秒
四
五
五
六
の
地
点

()アヌ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
八
秒
六
四
四
二
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
一
秒
七
四
九
〇
の
地
点

()アネ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
七
秒
五
七
二
二
東
経
一
四
一
度
三
三
分

三
九
秒
七
六
五
一
の
地
点

()アノ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
六
秒
二
三
〇
三
東
経
一
四
一
度
三
三
分

三
四
秒
三
三
一
八
の
地
点

()アハ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
五
秒
一
四
六
二
東
経
一
四
一
度
三
三
分

三
二
秒
二
二
〇
二
の
地
点

()アヒ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
二
秒
七
八
五
九
東
経
一
四
一
度
三
三
分

三
〇
秒
九
九
八
八
の
地
点

()アフ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
四
二
秒
五
五
二
四
東
経
一
四
一
度
三
三
分

二
七
秒
一
三
四
六
の
地
点

()アヘ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
九
秒
五
四
八
四
東
経
一
四
一
度
三
三
分

二
三
秒
五
〇
〇
七
の
地
点

()アホ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
五
秒
〇
九
四
〇
東
経
一
四
一
度
三
三
分

三
五
秒
一
四
五
六
の
地
点

()アマ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
六
秒
三
四
六
三
東
経
一
四
一
度
三
三
分

三
六
秒
五
八
五
二
の
地
点

()アミ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
七
秒
三
五
五
六
東
経
一
四
一
度
三
三
分

三
八
秒
五
四
四
二
の
地
点

()アム 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
八
秒
二
二
五
九
東
経
一
四
一
度
三
三
分

四
二
秒
八
〇
六
八
の
地
点

()アメ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
九
秒
八
二
九
五
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
四
秒
九
一
一
二
の
地
点

()アモ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
九
秒
六
六
〇
七
東
経
一
四
一
度
三
三
分

五
九
秒
六
〇
六
五
の
地
点

()アヤ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
七
秒
七
二
八
四
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
三
秒
六
二
二
二
の
地
点

()アユ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
五
秒
二
三
七
〇
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
五
秒
六
九
〇
四
の
地
点

()アヨ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
五
秒
八
一
九
九
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
六
秒
〇
五
三
六
の
地
点

()アラ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
六
秒
三
七
五
五
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
六
秒
四
八
一
〇
の
地
点

()アリ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
六
秒
八
九
九
四
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
六
秒
九
六
九
三
の
地
点

()アル 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
七
秒
三
八
七
六
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
七
秒
五
一
四
八
の
地
点

()アレ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
七
秒
八
三
六
三
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
八
秒
一
一
三
二
の
地
点

()アロ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
八
秒
二
四
一
七
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
八
秒
七
五
九
五
の
地
点

()アワ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
八
秒
六
〇
一
二
東
経
一
四
一
度
三
四
分

〇
九
秒
四
四
九
三
の
地
点

()アヲ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
八
秒
九
一
一
七
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
〇
秒
一
七
六
九
の
地
点

()イア 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
九
秒
一
七
〇
八
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
〇
秒
九
三
六
六
の
地
点

()イイ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
九
秒
三
七
六
四
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
一
秒
七
二
二
七
の
地
点

()イウ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
九
秒
五
二
七
一
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
二
秒
五
二
八
八
の
地
点

()イエ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
九
秒
六
二
一
五
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
三
秒
三
四
八
七
の
地
点

()イオ 
点 　

北
緯
三
八
度
四
八
分
三
九
秒
六
四
七
九
東
経
一
四
一
度
三
四
分

一
三
秒
七
七
一
五
の
地
点

　

Ａ
、
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
、
キ
、
ク
、
ケ
、
コ
、
サ
、
シ
、

ス
、
セ
、
ソ
、
タ
、
Ｂ
、
チ
、
ツ
、
テ
、
ト
、
ナ
、
ニ
、
ヌ
、
ネ
、
ノ
、

ハ
、
ヒ
、
フ
、
ヘ
、
ホ
、
マ
、
ミ
、
ム
、
メ
、
モ
、
ヤ
、
ユ
、
ヨ
、
ラ
、

リ
、
ル
、
レ
、
ロ
、
ワ
、
ヲ
、
()アア
、
()アイ
、
()アウ
、
()アエ
、
()アオ
、
()アカ
、
()アキ
、
()アク
、

()アケ
、
()アコ
、
()アサ
、
()アシ
、
()アス
、
()アセ
、
()アソ
、
()アタ
、
()アチ
、
()アツ
、
()アテ
、
()アト
、
()アナ
、
()アニ
、

()アヌ
、
()アネ
、
()アノ
、
()アハ
、
()アヒ
、
()アフ
、
()アヘ
、
Ｂ
、
()アホ
、
()アマ
、
()アミ
、
()アム
、
()アメ
、
()アモ
、

()アヤ
、
()アユ
、
()アヨ
、
()アラ
、
()アリ
、
()アル
、
()アレ
、
()アロ
、
()アワ
、
()アヲ
、
()イア
、
()イイ
、
()イウ
、
()イエ
、

()イオ
及
び
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。
た
だ

し
、
保
安
林
を
除
く
。

　

泫
座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

　

栗
原
市
か
ら
栗
原
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
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百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

栗
原
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
崎
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

川　
　

名　
　

一　
　

彦　
　
　

　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

阿 

部

清 

人

大
崎
市
古
川
大
崎
字
伏
見
要
害
百
二
十
二

番
地

理

事

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執

行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
か
ら
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
要
旨
を
別
冊
一
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
三
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執

行
の
宮
城
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
か
ら
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
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〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
四
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執

行
の
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
か
ら
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
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監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
9
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
，
宮
城

県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す

る
。

　
　
平
成
30年
４
月
17日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
す
 ど
 う
　
　
　
　
　
哲
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

１
　
監
査
委
員
か
ら
知
事
へ
報
告
し
た
日

　
　
平
成
30年
２
月
22日

２
　
知
事
か
ら
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
30年
３
月
23日

３
　
措
置
の
内
容

平
成
29年
度
行
政
監
査
の
意
見
に
対
す
る
措
置
状
況

「
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
設
置
及
び
管
理
に
つ
い
て
」

項
目
名

監
査
委
員
の
意
見

措
　
置
　
状
　
況

１
 　
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
設
置
状

況
に
つ
い

て

⑴
 　
Ａ
Ｅ

Ｄ
の
設

置
検
討

及
び
設

置
に
関

す
る
全

庁
的
な

統
一
方

針
に
つ

い
て

　
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
に
つ
い
て
法
的
義
務
が

な
い
中
で
県
の
多
く
の
機
関
に
Ａ
Ｅ
Ｄ

が
設
置
さ
れ
て
お
り
，
庁
舎
等
別
の
設

置
割
合
も
高
い
状
況
に
あ
る
が
，
周
辺

地
域
に
医
療
機
関
や
他
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
設

置
さ
れ
て
い
る
公
共
機
関
等
が
な
い
県

の
機
関
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
設
置
さ
れ
て
い
な

い
事
例
が
一
部
見
受
け
ら
れ
た
。

　
県
の
機
関
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
す
る
に

当
た
っ
て
は
，
当
該
機
関
の
周
辺
状
況

等
も
十
分
勘
案
し
つ
つ
，
職
員
を
含
め

た
県
民
の
命
を
救
う
た
め
に
効
果
的
，

効
率
的
か
つ
計
画
的
に
設
置
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
が
，
現
在
の
県
の
機
関

　
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
に
関
す
る
全
庁
的
な
統

一
方
針
と
し
て
，
管
理
等
の
在
り
方
を

含
め
て
検
討
す
る
。

　
検
討
に
際
し
て
は
，
厚
生
労
働
省
の

通
知
や
他
部
局
等
の
現
状
を
踏
ま
え
る

と
と
も
に
，
経
済
性
・
効
率
性
・
有
効

性
を
勘
案
す
る
。

に
お
け
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
に
つ
い
て

は
，
各
部
局
が
施
設
所
管
者
と
し
て
そ

の
設
置
の
必
要
性
を
個
別
に
判
断
し
て

お
り
，
全
庁
的
に
統
一
し
た
設
置
方
針

が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

　
内
水
面
水
産
試
験
場
や
栗
原
地
方
ダ

ム
総
合
事
務
所
な
ど
特
に
周
辺
地
域
に

医
療
機
関
や
他
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
設
置
さ
れ

て
い
る
公
共
機
関
が
な
い
機
関
に
Ａ
Ｅ

Ｄ
を
早
急
に
設
置
す
る
こ
と
を
検
討
す

る
と
と
も
に
，
県
の
機
関
に
お
い
て
効

果
的
か
つ
効
率
的
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
を

行
う
た
め
，
全
庁
的
な
設
置
基
準
，
優

先
度
，
設
置
計
画
等
を
明
示
し
た
統
一

方
針
を
定
め
て
，
計
画
的
な
設
置
に
努

め
ら
れ
た
い
。

⑵
 　
Ａ
Ｅ

Ｄ
の
設

置
の
一

元
的
管

理
に
つ

い
て

　
県
の
機
関
に
お
け
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置

は
，
各
部
局
で
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て

お
り
，
全
庁
的
な
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
状
況

等
が
把
握
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

　
危
急
の
際
に
県
民
及
び
職
員
の
救
命

を
図
る
た
め
の
態
勢
を
確
保
し
て
お
く

こ
と
が
重
要
で
あ
り
，
県
の
機
関
に
お

け
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
を
一
元
的
に
管
理

し
，
又
は
指
導
す
る
組
織
を
明
確
に
し

て
お
き
，
そ
の
組
織
に
お
い
て
県
の
機

関
に
お
け
る
設
置
状
況
や
使
用
実
績
等

を
定
期
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
，
必

要
に
応
じ
て
他
の
機
関
へ
の
移
管
の
可

能
性
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
た
い
。

　
前
項
の
統
一
方
針
の
検
討
を
通
じ

て
，
庁
内
に
お
け
る
一
元
的
な
管
理
又

は
指
導
を
行
う
組
織
や
，
設
置
状
況
等

の
把
握
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

⑶
 　
Ａ
Ｅ

Ｄ
の
調

達
方
法

に
つ
い

て

　
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
す
る
に
あ
た
り
，
維

持
管
理
経
費
を
重
視
し
て
調
達
し
た
機

関
が
一
部
見
受
け
ら
れ
る
が
，
購
入
と

リ
ー
ス
の
比
較
検
討
を
行
わ
ず
に
購
入

し
て
い
る
機
関
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。

　
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て

は
，
庁
舎
等
の
管
理
体
制
や
予
算
確
保

の
方
法
の
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
，
耐
用

年
数
内
に
お
け
る
消
耗
品
の
交
換
費
用

　
統
一
方
針
の
検
討
を
通
じ
て
，
購
入

と
リ
ー
ス
の
調
達
方
法
の
比
較
検
討
を

行
う
。

　
一
括
調
達
に
つ
い
て
は
，
既
存
機
器

の
交
換
時
期
の
相
違
や
各
機
関
に
お
け

る
予
算
措
置
状
況
も
踏
ま
え
，
ス
ケ
ー

ル
メ
リ
ッ
ト
を
生
み
出
せ
る
調
達
方
法

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
な
お
，
自
動
販
売
機
設
置
手
続
き
事
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テ
ナ
ン
ス
費
用
等
も
含
め
た
総

コ
ス
ト
を
勘
案
し
た
上
で
購
入
と
リ
ー

ス
契
約
と
の
比
較
を
行
い
，
経
済
的
か

つ
効
率
的
な
調
達
に
務
め
ら
れ
た
い
。

　
一
方
，
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
す
る
に
あ
た

り
，
経
済
性
を
考
慮
し
，
各
機
関
分
を

集
約
し
て
一
括
購
入
し
て
調
達
し
て
い

る
優
良
な
事
例
も
見
ら
れ
た
。

　
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
購
入
す
る
場
合
に
は
，
少

な
い
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
別
々

に
調
達
す
る
よ
り
も
，
集
約
し
，
一
括

し
て
多
く
の
数
量
を
調
達
す
る
方
が
有

効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
，

部
局
を
超
え
て
全
庁
的
に
一
括
購
入
で

き
る
よ
う
調
達
方
法
の
改
善
に
つ
い
て

検
討
さ
れ
た
い
。

　
さ
ら
に
，
県
の
機
関
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
一

層
普
及
す
る
た
め
の
方
策
の
一
つ
と
し

て
，
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
搭
載
し
た
自
動
販
売
機

の
導
入
拡
大
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
さ

れ
た
い
。

務
取
扱
要
領
に
お
い
て
，
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
仕

様
に
含
め
る
場
合
の
貸
付
期
間
を
定
め

て
い
る
。
自
動
販
売
機
設
置
手
続
き
事

務
取
扱
要
領
に
つ
い
て
は
，
今
後
，
県

の
施
策
等
を
踏
ま
え
，
必
要
に
応
じ
て

改
正
の
検
討
を
行
う
。

２
 　
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
管
理
状

況
に
つ
い

て

⑴
 　
設
置

場
所
に

つ
い
て

　
緊
急
発
生
時
に
傷
病
者
に
対
し
て
迅

速
に
使
用
で
き
る
場
所
を
選
定
し
て
Ａ

Ｅ
Ｄ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
機
関
が
多
い

状
況
で
あ
り
，
設
置
場
所
は
概
ね
適
正

で
大
き
な
問
題
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

が
，
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
本
県

で
の
経
験
を
踏
ま
え
，
建
物
の
上
部
階

に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
す
る
な
ど
災
害
時
に

も
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
活
用
す
る
こ
と
を
想
定
し

た
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
複
数
設
置
や
設
置
場
所
の

選
定
に
配
慮
さ
れ
た
い
。
特
に
，
多
く

の
職
員
が
勤
務
し
，
来
庁
者
の
多
い
行

政
庁
舎
に
は
，
現
在
１
階
に
１
台
し
か

設
置
さ
れ
て
い
な
い
の
で
，
例
え
ば
５

階
，
10階
，
18階
等
の
複
数
階
に
設
置

す
る
こ
と
を
検
討
さ
れ
た
い
。

　
行
政
庁
舎
に
は
現
在
設
置
し
て
い
る

１
階
に
加
え
平
成
30年
度
中
に
２
階
か

ら
18階
ま
で
の
偶
数
階
に
１
台
ず
つ
設

置
す
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
，
合
同
庁

舎
に
つ
い
て
も
平
成
30年
度
中
に
仙
台

合
同
庁
舎
に
は
３
台
，
外
６
合
同
庁
舎

に
は
各
２
台
を
設
置
す
る
予
定
で
あ
る
。

⑵
 　
設
置

場
所
の
　
設
置
場
所
の
表
示
に
つ
い
て
は
，
多

く
の
機
関
で
表
示
板
等
が
設
置
さ
れ
て
　
行
政
庁
舎
及
び
各
合
同
庁
舎
に
つ
い

て
は
，
平
成
30年
度
中
の
増
設
に
合
わ

　
 表
示
に

つ
い
て
お
り
，
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
場
所
が
認
識
で

き
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
る
が
，
表

示
が
全
く
な
い
機
関
も
一
部
に
見
受
け

ら
れ
た
。

　
緊
急
時
に
職
員
及
び
施
設
利
用
者
等

が
正
確
な
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
場
所
を
す
ぐ

に
認
識
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
，
位

置
を
示
す
表
示
板
の
掲
示
，
施
設
案
内

図
へ
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
配
置
図
の
表
示
や
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
内
パ
ネ
ル
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
配
置
フ

ロ
ア
の
明
示
等
を
徹
底
す
る
な
ど
設
置

場
所
の
明
確
な
表
示
に
万
全
を
期
さ
れ

た
い
。

せ
て
設
置
場
所
の
明
確
な
表
示
を
行
っ

て
い
く
。

⑶
 　
日
常

点
検
に

つ
い
て

　
点
検
担
当
者
は
，
多
く
の
機
関
に
お

い
て
配
置
さ
れ
て
い
る
が
，
一
部
に
配

置
さ
れ
て
い
な
い
機
関
が
見
受
け
ら
れ

た
。
　
設
置
し
た
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
日
常
点
検
を
実

施
す
る
者
と
し
て
点
検
担
当
者
を
配
置

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
，
点
検
担
当
者
の
適
切
な
配
置
に
努

め
ら
れ
た
い
。

　
ま
た
，
日
常
点
検
に
つ
い
て
は
，
多

く
の
機
関
で
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の

の
，
実
施
さ
れ
て
い
な
い
機
関
も
一
部

見
受
け
ら
れ
，
日
常
点
検
を
実
施
し
て

い
る
機
関
で
も
，
毎
日
実
施
し
て
い
る

機
関
は
３
割
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
状

況
に
あ
る
。

　
使
用
の
必
要
が
生
じ
た
際
に
Ａ
Ｅ
Ｄ

が
的
確
に
活
用
で
き
る
よ
う
，
点
検
を

毎
日
実
施
す
る
よ
う
日
常
点
検
の
実
施

に
万
全
を
期
さ
れ
た
い
。

　
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
に
つ
い
て

は
，
半
数
以
上
の
機
関
で
整
備
さ
れ
て

い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　
適
正
な
点
検
を
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
に
努
め

ら
れ
た
い
。

　
点
検
記
録
簿
の
整
備
に
関
し
て
は
，

　
日
常
点
検
に
つ
い
て
は
，
厚
生
労
働

省
の
通
知
や
製
造
販
売
業
者
が
推
奨
す

る
方
法
を
参
考
に
，
点
検
担
当
者
，
点

検
頻
度
，
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
点
検

記
録
簿
の
在
り
方
を
検
討
し
，
全
庁
的

な
統
一
方
針
に
お
い
て
実
施
を
促
す
。
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割
を
超
え
る
機
関
に
お
い
て
整
備
さ

れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　
点
検
を
実
施
し
た
こ
と
を
記
録
し
て

お
く
こ
と
は
，
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
い
つ
で
も
活

用
で
き
る
よ
う
確
認
し
管
理
す
る
上
で

必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
点
検
記
録
簿

の
整
備
促
進
に
努
め
ら
れ
た
い
。

⑷
 　
消
耗

品
の
管

理
に
つ

い
て

　
バ
ッ
テ
リ
ー
や
電
極
パ
ッ
ド
の
使
用

期
限
に
つ
い
て
は
，
全
て
の
設
置
機
関

で
把
握
し
て
お
り
，
期
限
を
超
過
し
た

も
の
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
，
一
部
の

機
関
に
お
い
て
，
バ
ッ
テ
リ
ー
や
電
極

パ
ッ
ド
等
の
交
換
時
期
等
を
記
載
し
た

表
示
ラ
ベ
ル
が
Ａ
Ｅ
Ｄ
本
体
や
収
納

ケ
ー
ス
等
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
な
い

事
例
が
見
受
け
ら
れ
た
。

　
表
示
ラ
ベ
ル
の
記
載
を
基
に
，
バ
ッ

テ
リ
ー
や
電
極
パ
ッ
ド
等
の
交
換
時
期

等
を
日
頃
か
ら
把
握
し
，
交
換
を
適
切

に
行
う
よ
う
，
消
耗
品
の
更
新
・
交
換

等
の
適
切
な
管
理
に
万
全
を
期
さ
れ
た

い
。

　
前
項
の
検
討
に
合
わ
せ
，
消
耗
品
の

交
換
時
期
の
表
示
等
を
日
常
的
に
確
認

す
る
と
と
も
に
，
適
切
に
更
新
・
交
換

等
を
行
う
よ
う
促
す
。

⑸
 　
Ａ
Ｅ

Ｄ
の
操

作
方
法

の
習
得

に
つ
い

て

　
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
し
て
い
る
県
の
機
関

に
お
い
て
，
危
急
の
際
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
有

効
に
使
用
す
る
た
め
に
は
，
職
員
が
的

確
に
当
該
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
操
作
で
き
る
よ
う

職
員
の
育
成
や
職
員
配
置
等
の
体
制
整

備
が
重
要
で
あ
る
。

　
多
く
の
設
置
機
関
に
お
い
て
，
Ａ
Ｅ

Ｄ
の
操
作
に
関
す
る
講
習
や
研
修
へ
の

参
加
を
奨
励
し
て
お
り
，
主
体
的
に
職

員
へ
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
操
作
訓
練
を
実
施
し

て
い
る
機
関
も
あ
る
一
方
で
，
職
員
の

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
操
作
方
法
に
関
す
る
講
習
等

に
つ
い
て
受
講
状
況
を
把
握
し
て
い
な

い
機
関
も
一
部
に
見
受
け
ら
れ
た
。

　
ま
た
，
職
員
が
，
危
急
の
事
態
に
躊

躇
な
く
迅
速
か
つ
的
確
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
操

作
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
，
職

　
習
得
機
会
の
増
加
方
策
を
検
討
す
る
。

員
が
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
操
作
に
関
す
る
講
習
や

研
修
を
反
復
か
つ
継
続
し
て
受
講
す
る

こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
，
職
員

の
Ａ
Ｅ
Ｄ
操
作
の
講
習
・
研
修
の
参
加

状
況
は
十
分
と
は
言
え
な
い
状
況
で
あ

る
。
　
県
の
機
関
に
設
置
し
，
管
理
し
て
い

る
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
危
急
の
際
に
有
効
に
活
用

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
，
全
て
の
県

職
員
が
，
継
続
的
か
つ
定
期
的
（
２
～

３
年
間
隔
）
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
操
作
方
法
を

含
む
救
急
救
命
法
の
講
習
や
研
修
に
参

加
で
き
る
機
会
を
確
保
す
る
と
と
も

に
，
組
織
と
し
て
各
職
員
の
参
加
履
歴

を
管
理
す
る
こ
と
を
行
う
こ
と
な
ど
に

よ
り
，
職
員
誰
で
も
，
い
つ
で
も
Ａ
Ｅ

Ｄ
を
使
用
で
き
る
体
制
の
構
築
と
職
員

配
置
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た

い
。

⑹
 　
指
定

管
理
者

制
度
導

入
施
設

に
お
け

る
管
理

及
び
指

導
に
つ

い
て

　
宮
城
県
指
定
管
理
者
制
度
導
入
施
設

に
お
い
て
，
漁
港
の
係
留
施
設
な
ど
Ａ

Ｅ
Ｄ
を
設
置
し
て
い
な
い
施
設
が
半
数

程
度
見
受
け
ら
れ
た
。

　
施
設
の
形
態
，
施
設
の
利
用
者
数
や

周
辺
施
設
の
設
置
状
況
を
踏
ま
え
，
必

要
に
応
じ
て
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
を
検
討

し
，
指
定
管
理
者
へ
の
指
導
も
含
め
て

必
要
な
措
置
を
図
ら
れ
た
い
。

　
ま
た
，
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
管
理
等
に
つ
い

て
，
県
担
当
課
の
指
導
が
行
わ
れ
て
い

な
い
指
定
管
理
者
制
度
導
入
施
設
が
８

割
以
上
見
受
け
ら
れ
た
。

　
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
管
理
等
に
つ
い
て
，
指
定

管
理
の
協
定
書
等
で
必
要
措
置
を
定
め

て
お
く
な
ど
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
適
切
な
維
持
管

理
に
つ
い
て
も
指
導
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
多
く
の
県
民
が
利
用
す
る
指
定
管
理

施
設
に
お
い
て
，
県
民
の
命
を
守
る
た

め
の
体
制
を
整
え
て
お
く
こ
と
は
重
要

で
あ
る
と
考
え
る
。

　
県
の
機
関
に
お
け
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
の

考
え
方
と
の
整
合
性
を
図
り
，
Ａ
Ｅ
Ｄ

未
設
置
の
指
定
管
理
施
設
に
つ
い
て
，

必
要
に
応
じ
て
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
を
検
討

し
，
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導

す
る
。

　
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
済
の
指
定
管
理
施
設
に

つ
い
て
は
，
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
適
切
な
維
持
管

理
や
職
員
研
修
の
実
施
な
ど
の
必
要
な

措
置
を
協
定
書
で
定
め
る
な
ど
の
対
応

を
指
導
し
，
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
い
つ
で
も
適
切

に
使
用
で
き
る
体
制
の
構
築
を
図
る
。

３
 　
Ａ
Ｅ
Ｄ

設
置
の
情

報
提
供
の

⑴
 　
一
般

財
団
法

人
日
本

　
設
置
機
関
の
施
設
内
で
使
用
す
る
こ

と
を
想
定
し
て
い
る
機
関
が
多
く
，
登

録
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
一
般
財
団
法
人

　
一
般
財
団
法
人
日
本
救
急
医
療
財
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
登
録
に
努
め
る
よ

う
庁
内
へ
の
周
知
を
図
る
。
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 状
況
に
つ

い
て

　
 救
急
医

療
財
団

へ
の
登

録
に
つ

い
て

日
本
救
急
医
療
財
団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
の
情
報
登
録
が
行
わ
れ

て
い
な
い
機
関
が
約
半
数
見
ら
れ
た
。

　
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
の
情
報
に
つ
い
て
は
，

県
民
の
生
命
を
守
る
た
め
に
積
極
的
な

公
開
が
望
ま
れ
る
こ
と
か
ら
，
特
段
の

事
情
が
な
く
，
設
置
情
報
を
登
録
し
て

い
な
い
機
関
に
お
い
て
は
，
同
財
団
へ

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
的
確
な
情
報
を
登

録
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

⑵
 　
県
民

及
び
地

域
住
民

へ
の
積

極
的
な

情
報
提

供
に
つ

い
て

　
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
情
報
提
供
し

て
い
る
機
関
が
極
め
て
少
な
い
状
況
で

あ
る
。
ま
た
，
地
域
と
密
接
に
関
係
の

あ
る
学
校
等
県
の
機
関
に
お
い
て
，
地

域
住
民
等
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
に
つ
い
て
の

情
報
が
十
分
周
知
さ
れ
て
い
な
い
事
例

が
見
受
け
ら
れ
た
。

　
県
の
機
関
が
，
地
域
住
民
と
の
交
流

を
図
り
，
地
域
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
や
操
作

方
法
等
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
，
県
の
機
関
に
設
置
し
た
Ａ
Ｅ

Ｄ
が
有
効
に
活
用
さ
れ
，
地
域
住
民
の

救
命
に
つ
な
が
る
こ
と
が
大
い
に
期
待

で
き
る
と
と
も
に
，
設
置
さ
れ
た
Ａ
Ｅ

Ｄ
が
県
の
機
関
と
地
域
住
民
や
関
係
機

関
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル

の
役
割
を
担
う
こ
と
も
期
待
で
き
る
こ

と
か
ら
，
様
々
な
機
会
を
捉
え
て
，
県

民
及
び
地
域
住
民
へ
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
等
に

つ
い
て
積
極
的
に
情
報
提
供
す
る
よ
う

努
め
ら
れ
た
い
。

　
県
民
に
対
す
る
県
と
し
て
の
情
報
提

供
は
，
前
項
の
一
般
財
団
法
人
日
本
救

急
医
療
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
活
用
に

よ
る
設
置
場
所
検
索
方
法
の
周
知
等
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ま
た
，
地
域
住
民
に
対
す
る
情
報
提

供
は
，
設
置
機
関
の
設
置
用
途
や
供
用

時
間
に
よ
っ
て
活
用
の
在
り
方
が
異
な

る
も
の
と
考
え
ら
れ
，
一
律
の
扱
い
は

難
し
い
が
，
必
要
に
応
じ
た
活
用
に
つ

い
て
周
知
を
図
る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
10号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
252条

の
37第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
包
括
外
部
監
査
人
小
池
伸
城

か
ら
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
，
同
法
第
252条

の
38第
３
項
の
規
定
に
よ
り
，
別
冊
２
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
30年
４
月
17日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
す
 ど
 う
　
　
　
　
　
哲
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
51号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年
法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
30年
４
月
17日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
日

　
⑴
　
警
備
業
務
の
区
分

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
１
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
⑵
　
実
施
期
日

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
　
　
平
成
30年
６
月
６
日
（
水
）
か
ら
同
月
15日
（
金
）
ま
で
の
土
、
日
曜
日
を
除
く
８
日
間

　
　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
　
　
平
成
30年
７
月
４
日
（
水
）
か
ら
同
月
13日
（
金
）
ま
で
の
土
、
日
曜
日
を
除
く
８
日
間

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
第
１
回

　
　
　
　
　
平
成
30年
６
月
11日
（
月
）
か
ら
同
月
14日
（
木
）
ま
で
の
４
日
間

　
　
　
イ
　
第
２
回

　
　
　
　
　
平
成
30年
７
月
９
日
（
月
）
か
ら
同
月
12日
（
木
）
ま
で
の
４
日
間

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
付
人
員

　
　
第
１
回
及
び
第
２
回
と
も
に
新
規
取
得
講
習
及
び
追
加
取
得
講
習
あ
わ
せ
て
40人
程
度

４
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

公
安
委
員
会
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受
講
申
請
受
付
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
 　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と

い
う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と

い
う
。）
に
係
る
法
第
23条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者

　
　
ウ
 　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」

と
い
う
。）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
 　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号

警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
 　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧

２
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
　
 　
受
講
申
請
受
付
日
に
お
い
て
、
１
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
22条
第
２
項
に
規
定
す

る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。）
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
58年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
７
条
に

規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
っ
て
、
前
記
⑴
－
ア
～
オ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

５
　
事
前
申
込
み

　
⑴
　
受
付
専
用
電
話

　
　
 　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
企
画
課
受
付
専
用
電
話
（
022－

224－
7311）

に
て
事
前
申
込
み
を
受
け
付
け
、

予
約
番
号
を
付
与
す
る
。

　
　
　
な
お
、
１
回
の
電
話
で
の
受
付
は
１
人
と
す
る
。

　
⑵
　
受
付
期
間

　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
 　
平
成
30年
５
月
７
日
（
月
）
か
ら
同
月
11日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
５
月
７
日
か
ら
10日
ま
で
は
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
 　
平
成
30年
６
月
４
日
（
月
）
か
ら
同
月
８
日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
６
月
４
日
か
ら
７
日
ま
で
は
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

　
　
　
　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

６
　
受
講
手
続

　
　
事
前
申
込
み
に
よ
り
予
約
番
号
を
取
得
し
た
者
に
対
す
る
受
講
手
続
は
、
次
の
と
お
り
行
う
。

　
⑴
　
申
請
受
付
期
間

　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
　
平
成
30年
５
月
14日
（
月
）
か
ら
同
月
18日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
　
平
成
30年
６
月
11日
（
月
）
か
ら
同
月
15日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

　
⑵
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
 　
事
前
申
込
み
の
際
に
警
察
署
を
指
定
す
る
の
で
、
申
請
受
付
期
間
内
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提

出
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
郵
送
及
び
代
理
人
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
　
イ
　
資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し
　
１
通
（
追
加
取
得
講
習
受
講
者
の
み
）

　
　
ウ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
　
ア
　
前
記
４
－
⑴
－
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
最
近
５
年
間
に
、
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
警

備
業
者
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴

書

　
　
　
イ
　
前
記
４
－
⑴
－
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
ウ
　
前
記
４
－
⑴
－
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１

号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
エ
　
前
記
４
－
⑴
－
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し

　
　
　
オ
　
前
記
４
－
⑴
－
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
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以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
⑷
　
受
講
手
数
料

　
　
 　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
21号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
63の
項
に
基
づ
き
、

新
規
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
47,000円

、
追
加
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
23,000円

の
額
に
相
当
す

る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

７
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

８
　
そ
の
他

　
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3054・

3055）


